


令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

令和5年3月31日現在　単位：円

Ⅲ 損益計算書

皆伐施業について、従来の委託組合業務に加え、組合で木材（立木）の買取りを行っています。皆

伐した山林は組合でお預かりし、その後の植付け、５年間の下刈りの経費をすべて組合で
負担し、５年後に組合員にお返し致します。興味のある方はぜひ組合までご連絡くだ
さい。近年頻発する自然災害を鑑みますと、森林の整備の重要性が、ますます高まってきています。

皆伐施業の推進

単位：円

脚注：次期繰越剰余金中教育情報資金は、2000,000円である。（当期剰余金の1/20以上）

Ⅱ 貸借対照表

Ⅳ 令和４年度 剰余金処分案

技能職員を募集しています！
たかはら森林組合で、植付け・下刈り作業員を募集しています。

( 植付け、下刈作業が可能な方 )

一緒に働いてみませんか？

　　刈払機取扱作業者安全衛生教育の免許費用は組合で負担いたします。
下刈り代金は請負契約で実施してもらいます。

◇1ha当り〔100,000～110,000円〕◇

TEL 0287-43-0427

TEL 028-623-3261

TEL 028-611-1526

URL https://www.pref.tochigi.lg.jp/d04/syuryou.html 

････････・ たかはら森林組合だより ･････････
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● 第26回  通常総代会開催 ●

盛夏の候、皆様には益々ご健勝のこととお喜び申し上げます。

本格的な夏の到来により暑さが身にこたえる猛暑の日が続いておりますが、日頃から多

数のご来場をいただき誠にありがとうございます。

森林の駅ではメニュー制作の中で、この時季に来場される幅広い年齢層向けに、上質ない

ちごを贅沢に使用したワンランク上の「厳選いちごソフト」と夏の定番とされる「ラムネ

ソフト」を発売開始しましたので、是非この機会にご賞味下さい。

これからもスタッフ一同、来場して頂いたお客様に満足して頂けるような観光施設作り

に励んでいく所存でございますので宜しくお願い申し上げます。

も　　り

　去る６月２３日、たかはら森林組合第２６回通常総代会を矢板公民館に於いて開催致しました。
なお、現下の状況を踏まえ、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、書面による議決権の
行使を奨励し、総代本人出席１５名、書面議決書出席１３４名、合計１４９名出席のもと来賓をお招き
せず行われました。
　斎藤幸寿代表理事副組合長の開会の辞に続き、江連比出市代表理事組合長のあいさつの後、議長
にさくら地区総代の渋井康男氏を選任し、議事に入り、令和４年度事業報告書等、提出された全議案
は原案のとおり議決承認されました。
　最後に、佐野幸隆代表理事副組合長より、総代各位に御礼を述べ閉会しました。

　令和5年 10月よりインボイス制度が始まります。商品の販売やサービスの提供などの取引に
対して広く課される消費税を消費者が負担、事業者が売上に係る消費税から仕入れに係る消費
税を差し引いて納税しています。（仕入税額控除）
　本制度では事業者が仕入税額控除を行うために、仕入先から、登録番号、正確な適用税率、消費
税額等を記載した「インボイス（適格請求書 )」を発行してもらい、保存しておく必要があります。
　インボイスは税務署長の登録を受けた課税事業者のみが発行でき、免税事業者は発行できま
せん。登録をすると、課税事業者として消費税の申告が必要になります。
　また免税事業者がインボイス発行事業者となることを選択した場合の負担軽減のため、納税
額を売上税額の2割に軽減する激変緩和措置が制度開始の3年間講じられることも決定してい
ます。
　インボイス制度のより詳しい情報は国税庁のホームページをご覧ください。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参照：林野庁資料

当組合の適格請求書発行事業者登録番号　T1060005004650

　総代会で賦課金の徴収をしないと決定したため、今年度も賦課金の徴収はありません。

　相続や引越しなどで名義や住所が変更になる場合は、各種変更書類の提出をお願いいたします。

　用紙は組合にございますのでご連絡下さい。ホームページからもダウンロード可能です。

※森林簿・森林計画図の交付及び閲覧については、矢板森林管理事務所（矢板・塩谷・さくら地区山林）

　または県北環境森林事務所（塩原地区山林）へ申請するようお願いいたします。

●賦課金について

●名義変更・住所変更のお願い

●インボイス制度について
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